
 

有限会社平和観光 令和 8 年度 

 

1.「有責重大事故」ゼロの継続 

2.「交通違反」ゼロの継続 

3.「法令を遵守した運行管理体制」の維持 

 

・事故防止策の取組 

（乗務員の健康管理、事故防止対策会議の実施、ヒヤリハット情報の共有、運行前点検の徹底） 

・研修と教育の実施 

（乗務員への指導教育、年 1 回の NASNA 受診と結果に基づく指導） 

 


